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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公表日】平成16年3月18日(2004.3.18)
【年通号数】公開・登録公報2004-011
【出願番号】特願2002-526453(P2002-526453)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｎ   1/39     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月14日(2008.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　皮下埋め込み型除細動器であって、
　（ａ）　電気有効性を有するキャニスタが前記除細動器の陽極または陰極のいずれか一
方として機能し、前記キャニスタが電気エネルギー源と、コンデンサと、生命にかかわる
潜在的な心律動の有無を検知する演算回路構成要素とを備え、
　（ｂ）　前記キャニスタ（陽極または陰極のいずれか一方）とは反対の電極として機能
する皮下電極をさらに備え、
　（ｃ）　前記電極をキャニスタに電気的に取り付けるリードシステムをさらに備え、
　（ｄ）　前記演算回路構成要素が生命にかかわる潜在的な心律動を検知すると、選択的
除細動／除細動を実施するための電気的エネルギーを伝送する手段をさらに備え、また、
　（ｅ）　経静脈用電極、心内膜用電極、心外膜用電極は備えない、
　皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項２】　前記電気的な選択的除細動／除細動電圧が８００Ｖと同値またはそれ
以上である、請求項１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項３】　前記選択的除細動／除細動を実施するための電気的エネルギーが約４
０～１５０ジュールの範囲内である、請求項１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項４】　前記皮下電極が複合電極であって、
　（ａ）　選択的除細動／除細動電極と、
　（ｂ）　第１検知電極と、
　（ｃ）　電気絶縁され、前記第１検知電極から離間している第２検知電極
　とを含む、請求項１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項５】　前記第１検知電極が、前記皮下電極の末端部分に配置されており、前
記第２検知電極が前記第１検知電極の約１～１０ｃｍ付近の場所に配置されている、請求
項４に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項６】　前記第１、第２検知電極の間隔が約４ｃｍである、請求項５に記載の
皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項７】　前記第１検知電極が該皮下電極の末端部分に配置され、前記選択的除
細動／除細動電極が前記第１検知電極付近に配置され、また、前記第２検知電極が該選択
的除細動／除細動検知電極付近に配置されている、請求項４に記載の皮下埋め込み型除細
動器。
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　　【請求項８】　前記選択的除細動／除細動検知電極が前記皮下電極の該末端部分に配
置されており、前記第１検知電極が該該選択的除細動／除細動検知電極付近に配置されて
おり、前記第２検知電極が前記第１検知電極の約１～１０ｃｍ付近の場所に配置されてい
る、請求項４に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項９】　前記第１、第２検知電極の間隔が約４ｃｍである、請求項８に記載の
皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項１０】　前記演算回路構成要素が、さらに徐脈リズムの存在も検知する、請
求項１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項１１】　前記演算回路構成要素が徐脈リズムを検知すると心臓を律動させる
エネルギーを伝送する手段をさらに含む、請求項１０に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項１２】　前記演算回路構成要素がプログラム可能である請求項１に記載の皮
下埋め込み型除細動器。
　　【請求項１３】　前記演算回路構成要素が頻脈を検出することが可能な、請求項１に
記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項１４】　前記演算回路構成要素が頻脈リズムを検知すると、抗頻脈ペースを
伝播する手段をさらに備える、請求項１３に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項１５】　検出された前記心室性頻脈が毎分２４０以上である、請求項１３に
記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項１６】　前記演算回路構成要素が心房性頻脈および心房性細動を検出可能で
ある、請求項１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項１７】　前記演算回路構成要素が心室性頻脈および心室性細動を誘発可能で
ある、請求項１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項１８】　前記心室性頻脈または心室性細動がＴ波上の衝撃によって誘発され
る、請求項１７に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項１９】　前記心室性頻脈または心室性細動が、１心周期の間に印加される低
い直流電圧により誘発される、請求項１７に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項２０】　前記選択的除細動／除細動を実施するための電気的エネルギーが約
８００～２０００Ｖの範囲内にある、請求項２に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項２１】　前記選択的除細動／除細動を実施するための電気的エネルギーが二
相波形の形態で伝送される、請求項１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項２２】　前記静電容量が約５０～２００マイクロファラドである、請求項１
に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項２３】　前記キャニスタが適応性を有する、請求項１に記載の皮下埋め込み
型除細動器。
　　【請求項２４】　前記キャニスタが少なくとも１つの検知電極を備えている、請求項
１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項２５】　前記キャニスタが、１つまたはそれ以上の検知電極を備え、前記皮
下電極が１つまたはそれ以上の検知電極を備え、また、前記キャニスタ上に配置された該
検知電極と、十分なＱＲＳ波の検出が得られる該皮下電極に配置された前記検知電極から
２つの検知電極を選択する手段とを含む、請求項１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項２６】　前記キャニスタと反対の極性を有する電極（陽極または陰極）とし
て機能する追加の皮下電極と、最初に配置された皮下電極と同一の両極性とを備える、請
求項１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項２７】　最初に設けた皮下用電極（陽極または陰極）と対極にあり、前記キ
ャニスタと同一の極性を備えた電極として機能する追加の皮下用電極を備えた請求項１に
記載の皮下への埋込みが可能な除細動器。
　　【請求項２８】　前記選択的除細動／除細動を実施するための電気的エネルギーが、
合計で１０～２０ミリ秒間の間継続して、また、前記伝送されたエネルギーの約２／３を
含有している初期の正相形態で伝送される、請求項１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項２９】　前記皮下電極の末端部分に、前記皮下電極を付近の組織に取り付け
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るための取り付け部材をさらに備える、請求項１に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項３０】　前記演算回路構成要素が、呼吸中に発生した胸部を経由するインピ
ーダンスにおける脈拍変動を測定するためのインピーダンス検出を実施する、請求項１に
記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項３１】　前記演算回路構成要素がさらに、胸部を経由するインピーダンスを
用いて心拍出量を測定する、請求項３０に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項３２】　検出された心房性細動を治療するために、前記演算回路構成要素が
除細動エネルギーを伝送できる、請求項１６に記載の皮下埋め込み型除細動器。
　　【請求項３３】　前記キャニスタが長く、薄型で、湾曲した形状であるため、患者の
肋骨付近および該肋骨と平行した部分の皮下に埋め込み可能である、請求項１に記載の皮
下埋め込み型除細動器。
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